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5．まとめ 

今回、発電用原子炉施設の安全性に関する総合評価の一次評価として、伊方

発電所第３号機を対象に、設計上の想定を超える自然事象として地震、津波お

よびその重畳、安全機能の喪失として全交流電源喪失および最終的な熱の逃し

場の喪失を起因事象とした事故に対する頑健性に関して評価を行った。 

本評価においては、安全設計上想定されている範囲を超えて、どの程度の安

全裕度をプラントが有しているかを定量化するとともに、これらの起因事象に

ついて、事象が進展、急変し、燃料の重大な損傷に至る状態（クリフエッジ）

を明らかにした。また、これらの起因事象によって燃料の重大な損傷に至る過

程の進展を防止するための措置について、その他のシビアアクシデント・マネ

ジメント対策も含めて、多重防護の観点からその効果を確認した。さらに、東

京電力株式会社福島第一原子力発電所における事故に関するこれまでの知見

を踏まえて実施した緊急安全対策によって、プラントの安全性が一層向上した

ことについても明らかにした。 

今回の評価においては、緊急安全対策として手順等が整備されていない場合

は事象の過程の進展を防止する措置として期待しないこと、また、燃料の重大

な損傷に至る時点については、特定した必要な機能が喪失した時点とみなすな

ど、保守的な評価を行っている。 

 

なお、評価にあたっては、伊方発電所第３号機において平成22年3月より装

荷しているＭＯＸ燃料の特徴を考慮するとともに、プラントの機器・構造物等

の経年劣化についても考慮している。 

 

地震に対する評価の結果、炉心にある燃料に対しては、「外部電源喪失」を

起因事象とするシナリオで、電源供給に必要な直流電源装置の耐震裕度が最小

であり、クリフエッジは1.86Ssであることが特定された。また、ＳＦＰにある

燃料に対しては、「ＳＦＰ損傷」の耐震裕度である2Ssがクリフエッジである

ことが特定された。 

本評価において、緊急安全対策の効果を確認したところ、炉心にある燃料に

対するクリフエッジは変わらないが、非常用所内電源からの給電が失敗した場

合において、電源車からの給電が可能になるパスが多重防護措置として有効と

なることが確認できた。さらに、ＳＦＰにある燃料に対しては、緊急安全対策

前には、給水機能維持に必要な燃料取替用水タンクポンプに係るクリフエッジ

が1.85Ssであり、安全余裕が向上したことが確認できた。 

なお、当社として安全評価の耐震裕度を向上させる検討を行っており、これ
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により安全裕度はさらに向上すると考えられる。 

 

津波に対する評価の結果、炉心にある燃料に対しては、「過渡事象＋補機冷

却水の喪失＋主給水喪失＋外部電源喪失」を起因事象とするシナリオで、タ

ービン動補助給水ポンプ等の機能が喪失する津波高さ T.P.+14.2m がクリフ

エッジであることが特定され、想定される津波高さ T.P. +3.49m を大きく上

回ることを確認することができた。また、ＳＦＰにある燃料に対しては、緊

急安全対策として整備したＳＦＰへの水の補給手段により、津波高さの影響

を受けず、継続的にＳＦＰの冷却が確保され、燃料の重大な損傷に至る事象

は回避される。 

よって、プラント全体としての津波に対するクリフエッジは、津波高さT.P. 

+14.2mであると特定された。 

本評価において、緊急安全対策の効果を確認したところ、炉心にある燃料に

対しては、緊急安全対策実施前においては、海水ポンプが機能喪失する津波高

さT.P.+10.2m がクリフエッジとなっていたが、緊急安全対策で電源車等を配

備し、プラント監視上必要な計器類等の電源を確保したことに加え、タービン

動補助給水ポンプ、蓄電池等の蒸気発生器の除熱に必要な安全上重要な機器が

設置されているエリアの扉や壁貫通部にシール施工を実施したことにより、タ

ービン動補助給水ポンプ等の許容津波高さが、T.P. +10.3mからT.P.＋14.2m

と大きくなっていることが確認できた。さらに、ＳＦＰにある燃料に対しては、

緊急安全対策前には、外部電源が機能喪失するクリフエッジ（T.P. +10.3m）

が存在していたが、緊急安全対策で消防自動車等による冷却水補給手段を確保

したことで、クリフエッジが解消されたことを確認できた。 

 

地震と津波との重畳に対する評価の結果、クリフエッジは耐震裕度と津波

高さの組み合わせとして、以下の通りであることが確認できた。 

(1) 炉心にある燃料に対するクリフエッジ 

・耐震裕度 1.86Ss／津波高さ T.P.+14.2ｍ 

(2) ＳＦＰにある燃料に対するクリフエッジ 

・耐震裕度 2Ss（津波高さによらない） 

よって、地震と津波との重畳に対するクリフエッジは、炉心にある燃料に関

するクリフエッジが、ＳＦＰにある燃料に関するクリフエッジよりも小さいこ

とから、プラントとしてのクリフエッジは、炉心にある燃料に関するクリフエ

ッジと同じであると特定された。 
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全交流電源喪失が発生した場合、蓄電池から中央制御室等のプラント監視

上必要な箇所に給電が開始され、約 5時間は電源供給が可能である。蓄電池

枯渇後の電源として、配備した電源車により、電源を供給することが可能で

あるが、継続的に電源を供給するためには、電源車の運転に必要な燃料（重

油）を補給する必要があり、発電所に備蓄してある燃料を全て消費するまで

の時間を評価すると、重油は約 10.7 日後に枯渇することから、電源機能の

継続可能時間は約 10.7 日間となる。炉心にある燃料に対しては、タービン

動補助給水ポンプが自動起動し、補助給水タンク等を水源としてＳ／Ｇ２次

側への給水を行い炉心の除熱を行うことが可能であり、さらに、海水系統は

健全であることから、大容量電源車により海水ポンプ等を起動することで、

炉心の冷却を余熱除去系を用いた冷却に切り替えることが可能である。ＳＦ

Ｐにある燃料に対しては、消防自動車等を用いてＳＦＰへ水の補給を行う必

要があり、水源としては２次系純水タンク３号、淡水タンクの順に切り替え、

最終的には消防自動車等を用いて海水を取水し、ＳＦＰへの給水を確保する

ことが可能である。しかし、消防自動車等の運転に必要な軽油が約 8.2 日後

に枯渇することから、運転中のＳＦＰに関するクリフエッジは約 8.2 日間と

なる。プラント停止時においては、海水系統は健全であることから、大容量

電源車により海水ポンプ等を起動することで、使用済燃料の冷却をＳＦＰ水

浄化冷却系を用いた冷却に切り替えることが可能であり、停止時のクリフエ

ッジは、ＳＦＰで除熱機能の継続に必要なＳＦＰ水浄化冷却系に電源を供給

する電源車の燃料である重油の枯渇が発生する全交流電源喪失から約 10.7

日後となる。 

本評価において、緊急安全対策の効果を確認したところ、プラント運転時

の炉心に対しては、緊急安全対策前のクリフエッジは蓄電池の枯渇する約 5

時間であり、ＳＦＰのクリフエッジは保有水が温度上昇し、蒸散が顕著とな

る水温 100℃付近に到達する時点の約 22 時間であった。プラント停止時に対

しては、ＳＦＰのクリフエッジは保有水が温度上昇し、蒸散が顕著となる水

温 100℃付近に到達する時点であり、約 8 時間であった。以上のことから、

緊急安全対策により安全裕度が向上したことが確認できた。 

また、クリフエッジを防止するための対策として、発電所の備蓄分が枯渇

するまでに陸路、海路または空路による補給を行うことで機能維持が可能で

ある。 

さらに、伊方発電所に隣接する変電所から構内まで敷設した配電線（設備強

化対策として設置済み）を用いることによっても、燃料の重大な損傷に至る過

程の進展を防止し、電源機能および除熱機能の維持が可能であることから、十
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分クリフエッジの発生を防止することが可能である。 

また、現時点でも電源機能または除熱機能の継続時間は向上しているが、

平成 23 年 12 月上旬頃には、１、２号機用の電源車についても燃料が重油の

電源車へと移行するとともに、平成 23 年 12 月中旬頃には３号機の電源車も

燃料消費性能が向上した電源車へと移行することとしている。 

 

最終ヒートシンク喪失が発生した場合、炉心については、タービン動補助

給水ポンプまたは電動補助給水ポンプによりＳ／Ｇ２次側へ給水を行うこと

で、Ｓ／Ｇを介して原子炉の冷却が行われる。当該ポンプの補助給水タンク

等の水源が枯渇した場合でも、海水取水用水中ポンプを用いることで炉心の

冷却を余熱除去系を用いた冷却に切り替えることが可能であり、以降除熱の

ためのＳ／Ｇへの給水は不要となる。ＳＦＰにある燃料については、水源と

しては２次系純水タンク３号、淡水タンクの順に切り替え、最終的には消防

自動車等を用いて海水を取水し、継続的にＳＦＰへの給水を確保することが

可能である。各水源へ切り替えた場合の枯渇時間については約 28 日間であり、

最終的に海水に切り替えた場合、水源は無限大となる。しかし、消防自動車

等の運転に必要な燃料（軽油およびガソリン）を補給する必要があり、外部

からの支援が受けられないと仮定して、発電所内に備蓄していないガソリン

の消費が開始される時期が、約 28 日後となることから、３号機における運転

中のＳＦＰに関する除熱機能の継続可能時間は約 28 日間となる。プラント停

止時においては、２次系純水タンク３号等から継続的にＳＦＰへの給水を確

保することが可能で、さらに、海水取水用水中ポンプを用いることで、使用

済燃料の冷却をＳＦＰ水浄化冷却系を用いた冷却に切り替えることが可能で

あり、以後除熱のための直接給水は不要となる。 

本評価において、緊急安全対策の効果を確認したところ、プラント運転時

の炉心およびＳＦＰに対しては、緊急安全対策前のクリフエッジは２次系純

水タンク３号の枯渇であり、継続時間は約 4 日間であった。プラント停止時

に対しては、ＳＦＰのクリフエッジは２次系純水タンク３号の枯渇であり、

継続時間は約 6 日間であった。以上のことから、緊急安全対策により安全裕

度が向上したことが確認できた。 

また、クリフエッジを防止するための対策として、発電所への継続的な燃

料輸送を、発電所に所有していないガソリンの消費が開始されるまでに陸路

および空路による補給を行うことで、機能維持が可能である。 

 

ＡＭ検討報告書及びＡＭ整備報告書で報告した防護措置について、設備概
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要、組織体制、手順書等について現状を再確認するとともに、イベントツリ

ーを用いたシナリオ分析を行い、その有効性を確認した。また、防護措置を

燃料の重大な損傷を防止するための措置および放射性物質の大規模な放出を

防止するために閉じ込め機能の健全性を維持するための措置に再分類し整理

した。その結果、ＡＭ検討報告書およびＡＭ整備報告書で整備した対策は、

各機能について多様性を持たせる形で整備されていること、緊急安全対策に

係る対策では、炉心冷却機能としての２次系による炉心冷却、安全機能のサ

ポート機能としての非常用電源および原子炉補機冷却水について、一層の強

化がなされていること、シビアアクシデントへの対応に関する措置に係る対

策では、特にサポート機能の信頼性向上に対して強化がなされていることよ

り、各種防護措置が多重防護の観点から有効に整備されていることを確認し

た。 

 

当社としては、これらの評価を実施した結果、伊方発電所第３号機の安全

上重要な施設・機器等が十分な安全裕度を有していることを示すことができ

たものと考えている。 

福島第一原子力発電所の事故については、現在国をはじめとする各機関に

よる調査が進められている。事故の状況についての解明が進み、新たな知見

等が得られれば伊方発電所においても適時適切に対応することにより、さら

なる安全運転の向上を目指してまいりたい。 
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